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回　　　　　答

001 001 第5 お見込みのとおりです。

002 001 第5
部分引渡しは想定していません。但し、各社の提案により部分引渡しがある
場合は契約約款によります。

003 010 第４ 2(2)
オ～
ケ

お見込みのとおりです。管理技術者は「確認申請上の代表となる設計者」、
担当主任技術者は「確認申請上のその他の設計者」としてください。

004 010 第４ 2 2 イ お見込みのとおりです。

005 010 第４ 2 2 イ お見込みのとおりです。

006 010 第４ 2 2 イ お見込みのとおりです。

007 010 第４ 2 2 イ
令和５年度の登録業者一覧がホームページに掲載されましたので、登録の有
無についてはこれで本院が確認します。登録されている場合は資料の提出は
不要です。

008 014 第４ 別表2 お見込みのとおりです。

009 023 第６ 3 1 承知しました。

010 010 4 2 2
キ
ク
ケ

入札説明書に記載の条件は参加要件の基準となります。一方、落札者決定基
準に記載の条件は評価基準となります。つまり、配置予定技術者は入札説明
書の参加要件を満たせば参加が可能となり、かつ落札者決定基準の評価基準
を満たせば評価点が付与されます。

011 013 4 2 4
ウ
オ

「工事監理業務を実施する者」の参加要件は入札説明書に記載の通り、「一
般病床を有する延床面積 12,000㎡以上の病院」となります。一方、「現場
代理人又は監理技術者」の加点要件は落札者決定基準の通り、「一般病床を
有する10,000㎡以上の病院」となります。

012 017 5 4 1 ア お見込みのとおりです。

013 017 5 4 2 お見込みのとおりです。

014 012 第４ 2 3 エ 病床数については、一般病床50床以上を有するものとします。

015 012 第４ 2 3 カ お見込みのとおりです。

016 012 第４ 2 3 キ

平成20年４月１日以降に竣工引渡しが完了した一般病床（50床以上）を有す
る病院の新築又は増改築（新築及び増改築について規模は問わない。）に関
し、現場代理人、監理技術者、主任技術者のいずれかの立場で従事した工事
完了の実績について、新築又は増築工事の全期間に渡り従事していた場合に
限り、施工経験有とします。

017 012 第４ 2 3 キ 病床数については、一般病床50床以上を有するものとします。

018 012 第４ 2 3 ク

平成20年４月１日以降に竣工引渡しが完了した一般病床（50床以上）を有す
る病院の新築又は増改築（新築及び増改築について規模は問わない。）に関
し、現場代理人、監理技術者、主任技術者のいずれかの立場で従事した工事
完了の実績について、新築又は増築工事の全期間に渡り従事していた場合に
限り、施工経験有とします。

019 012 第４ 2 3 ク 病床数については、一般病床50床以上を有するものとします。

020 017 第５ 4 1 ア 様式１，様式３から様式７－７に訂正いたします。

021 017 第５ 4 1 ウ お見込みのとおりです。

022 004 第２ 2 3 河川
資料を追加しました。尚、それに伴い付属資料3についても一部修正をして
いるため、併せて提示します。

023 017 第５ 4 1 ア
提出
書類

お見込みのとおりです。

024 019 第５ 6 1 ア
提出
書類

二次審査書類の提出時（令和５年７月 27 日（木）から令和５年10月10日
（火）までの執務時間中 ）に提出をお願いします。

025 006 第２ 5 2
事業
内容

許可申請業務の内容については、要求水準書P27～29　１～４ 第４許可申請
等に関する事項を想定しています。

二次審査の提出書類は「様式11～様式25」とありますが、様式14の留意点に「プレゼン
テーション・ヒアリングまでに送付すること」とあります。様式14はp.20のプロジェクト
概要書と合わせて、ヒアリング前日までに電子メール送付すると考えて宜しいでしょう
か。

「許可申請業務」と記載がありますが、内容が多岐にわたり不明確であると思われます。
現段階で想定されている許可申請業務がありましたら、御提示願います。（例：防災計画
書）

監理技術者の施工経験について、「一般病床を有する病院」と記載がありますが、病床数
については指定はないと理解してよろしいでしょうか。

提出書類について、様式１，様式３から様式７－６と記載がありますが、様式３から様式
７－７と理解してよろしいでしょうか。

提出方法について、電子媒体（指定様式のPDF データ）CD-ROM ２枚とありますが、指定
様式の添付書類（証明書類等）についてもPDFデータは必要と理解してよろしいでしょう
か。

「河川保護区域　河川区域境界より5ｍ」とありますが、河川区域境界位置の分かる資料
を御提示願います。

一次審査の提出書類は「様式1,様式3から様式7-6」とありますが、「様式7-7 工事監理技
術者の配置、資格及び実績」も一次審査で提出すると考えて宜しいでしょうか。

施工実績について、「一般病床を有する病院」と記載がありますが、病床数については指
定はないと理解してよろしいでしょうか。

統括責任者について、当該建設地における専任（常駐）の義務は無く、また、他の業務と
の兼務が可能と理解してよろしいでしょうか。

現場代理人の施工経験について、工期に対して従事期間が少ない場合、工期に対してどの
程度まで従事していれば施工経験有として認めていただけますでしょうか。

現場代理人の施工経験について、「一般病床を有する病院」と記載がありますが、病床数
については指定はないと理解してよろしいでしょうか。

監理技術者の施工経験について、工期に対して従事期間が少ない場合、工期に対してどの
程度まで従事していれば施工経験有として認めていただけますでしょうか。

様式7-7も含めるとの理解で宜しいでしょうか。

質　　　　　問

支払条件についてですが、金種は現金払でよろしいでしょうか。

部分引渡は想定されていますでしょうか。また部分引渡が有の場合部分引渡時に請負金額
相当額をご清算いただけると考えてよいでしょうか。

「担当技術者の参加要件」について、「管理技術者」、「担当主任技術者」は民間工事で
の名称ではないため、それぞれ確認申請上の代表となる設計者、その他の設計者と読み替
えてよろしいでしょうか。

「・・ただし、工事を行う者が設計業務を行う場合は、一級建築士事務所の登録がなされ
ていること及び（３）イの工事の参加要件を満たしていること。」との記載があります。
当社は設計業務と工事の両方を担う予定ですが、一級建築士事務所の登録を完了してお
り、かつ滋賀県市町競争入札参加資格申請受付システムにより工事について入札参加資格
審査登録を完了している場合、令和５年度野洲市建設工事等入札参加資格者名簿（測量・
建設コンサルタント）に建設関係建設コンサルタントの「建築一般」の登録は不要である
との理解でよろしいでしょうか。

「・・ただし、工事を行う者が設計業務を行う場合は、一級建築士事務所の登録がなされ
ていること及び（３）イの工事の参加要件を満たしていること。」との記載があります。
当社は大阪府に一級建築士事務所の登録をしており、当該事務所にて本事業の設計業務を
担う予定ですが、他府県登録であっても本事業へ参画可能という理解でよろしいでしょう
か。

「・・ただし、工事を行う者が設計業務を行う場合は、一級建築士事務所の登録がなされ
ていること及び（３）イの工事の参加要件を満たしていること。」との記載があります。
当社は設計業務と工事の両方を担う予定ですが、一級建築士事務所の登録を完了してお
り、かつ滋賀県市町競争入札参加資格申請受付システムにより工事について入札参加資格
審査登録を完了している場合、様式⑫（提出書類チェック表）記載のNo.①～⑫の各書類
の提出は不要との理解でよろしいでしょうか。

「・・ただし、工事を行う者が設計業務を行う場合は、一級建築士事務所の登録がなされ
ていること及び（３）イの工事の参加要件を満たしていること。」との記載があります。
当社は設計業務と工事の両方を担う予定ですが、滋賀県市町競争入札参加資格申請受付シ
ステムにより工事について入札参加資格審査登録を完了している場合、様式７－２（注
３）および様式７－４（注３）記載の入札参加資格を満たしていることが確認できる資料
（許可証、資格証のコピー）の提出は不要との理解でよろしいでしょうか。

「担当技術者の参加要件」について、「工事監理業務を統括する主担当者」の「他業務と
の兼務」は「不可」となっていますが、設計段階と工事監理段階の実施時期が異なるた
め、設計担当者との兼務はよいと考えてよろしいでしょうか。

「本事業の実施にあたって公表等が必要と認められるときは、本院は技術提案書の全部又は一部
を使用できるものとする。」とありますが、技術提案書の公表に際しては、事前に受注者と協議
のうえ公表していただくようお願いいたします。

入札説明書に関する質問回答書

令和　5年　6月　16日

建築構造、電気設備、機械設備担当主任技術者の選定条件が「用途を問わない」となって
おりますが、落札者決定基準には病院の実績が加点対象となっております。入札説明書を
正として配置予定技術者を選定して宜しいとの理解でよいでしょうか。（その場合は落札
者決定基準の加点がどのようになるかご教示願います）

工事監理技術者の選定条件が「一般病床を有する12,000㎡以上の病院」となっております
が、落札者決定基準には「10,000㎡以上」となっております。どちらを正として配置予定
技術者を選定したら宜しいでしょうか。

第一次審査での提出書類は、様式7-7も提出するとの理解で宜しいでしょうか。



026 014 第４
別表
2

可能とします。

027 019 第５ 6 1

様式22入札書及び様式23内訳書の作成にあたり、その内容の根拠が存在して
いるものと思料します。様式25は、主要材料についての基準となる表記方法
を定めたものです。「内訳明細書」は、それ以外の工事・設備等に係る、様
式23にて示された事業費について、その根拠を確認する書類（様式は自由）
です。様式25及び「内訳明細書」、ともに提出をお願いします。但し、提出
時期は、入札書・内訳書は第二次審査書類の提出時とし、内訳明細書・様式
25主要資材数量書は開札時に持参して、開札後に提出するものとします。

028 024 第７ 2 10名程度を想定しておりますが、参加者に対して改めて連絡します。

029 007 第４ 1 1 イ 特定建設工事共同企業体は建設企業どおしのみ、組成可能とします。

030 10,11 第４ 2 2
オ・
カ

基本設計及び実施設計の両方の業務を担当したものとします。

031 10,11 第４ 2 2
オ～
ケ

お見込みのとおりです。但し、前職の実績において、本院が明確に確認でき
る資料の提出をお願いします。

032 011 第４ 2 3 イ
令和５年度の登録業者一覧がホームページに掲載されましたので、登録の有
無についてはこれで本院が確認します。登録されている場合は資料の提出は
不要です。

033 016 第５ 3 1 オ お見込みのとおりです。

034 006 第２ 6
原則、4週8閉所で通常想定できる天候不良・その他要因を見込んだ工程でご
提案してください。

035 019 第５ 6 1 ア
原則、積算については、単価×数量としてください。メーカー及び品番等に
おいて決定していないものは、想定されるメーカー及び品番等の記載をして
ください。

036 017 第５ 4 1 ア お見込のとおりです。

037 012 第４ 2 3 ケ お見込のとおりです。

入札説明書には『工事期間中は４週８閉所』と記載がありますが、天候不良・その他要因
により工期が遅延するおそれがある場合は、監督職員及び工事監理者との協議及び、事前
に貴院と近隣住民に周知すれば祝日・土日の作業は可能でしょうか。

入札説明書には『単価×数量にて積算することを基本とする。』及び『※内訳明細書に
は、積算時の仕様（メーカー及び品番等）を明確に記載すること。』とありますが、本事
業は基本設計からの設計施工であり、入札時点では詳細な数量、メーカー及び仕様が決
まっていない項目があることが想定されます。この場合、数量が確定していない項目は
「一式」表示、メーカー及び品番等は記載可能な項目のみの記載でよろしいでしょうか。

一次審査書類の提出書類は「様式１、様式３から様式７－６」とありますが、「様式１、
様式３から様式７－７」と考えてよろしいでしょうか。

本項では『統括責任者、現場代理人、監理技術者の全てもしくは二つを同一人物が担当す
ることを可とする。』との記載がありますが、要求水準書P.19第2章3項実施体制には『統
括責任者は現場代理人又は監理技術者のいずれかと兼務できる。』との記載があります。
入札説明書の記載内容を正と考えてよろしいでしょうか。

応募者の構成等において、特定建設工事共同企業体を組成可という文章がありますが、
建設企業と設計企業の特定建設工事共同企業体も組成可という認識でよろしいでしょう
か。

オ、カに記載の管理技術者、建築意匠担当主任技術者の実績について、文章中ウの実績と
ありますが、ウの実績とは、平成20年４月１日以降に設計が完了した一般病床を有する延
床面積12,000㎡以上の病院の新築、又は増改築の基本設計か、実施設計どちらかの業務を
担当したものと考えてよろしいでしょうか。

各担当者の実績について、提出する設計企業の実績ではなく、前職の実績でもよろしいで
しょうか。

令和5年度建設工事等入札参加資格者名簿が公開されておらず、確認が出来ません。参加
要件を確認する為にはどのような手続きを実施すればよろしいでしょうか。

質問内容は全参加企業のものが公表されるものと理解してよろしいでしょうか。

「工事監理」について、他業務との兼務が不可となっておりますが、設計段階とは期間が
重なることはないと考えます。設計担当が兼務をするということは可能でしょうか。

入札書、内訳書、内訳明細書、主要資材数量書の提出とありますが、公告日から提出まで
の期間が短い為、内訳明細書、様式25主要資材数量書については提出不要となりませんで
しょうか。また提出不要とならない場合、落札者決定後、落札者のみ提出する事となりま
せんでしょうか。

プレゼンテーション・ヒアリングについて、参加人数は何名まで可能でしょうか。


